
（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）１３



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） １４



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）１５



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） １６



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）１７



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） １８



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）１９



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） ２０



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）２１



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） ２２
◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
三
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）２３

◉
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
四
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
七
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、

同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
及
び
介
護
保
険
法
施
行
規
則
（
平
成
十
一

年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）
第
百
三
十
三
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和2年6月25日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 72） ２４



（増刊 72）東 京 都 公 報令和2年6月25日（木曜日）２５


